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令和２年度公社等外郭団体の点検評価等について

「公社等外郭団体への関与等に関する指針（平成１６年１０月２９日 行財政改革推進

本部・公社等外郭団体見直し部会決定。以下「関与等指針」という 」に基づき、公社。）

等外郭団体（以下「公社等」という ）の主体的、自立的な経営を促進するために実施し。

た 公社等の令和元年度における 運営状況等に関する調査 及び 点検評価 以下 点、 「 」 「 」（ 「

検評価等」という ）の実施方法とその結果は、次のとおりである。。

１ 点検評価等の実施方法

（１）基本的考え方

マネジメントサイクルが確立され 「成果重視の主体的・自立的な公社等経営」、

が確保されているかを評価

県行政の補完的業務を担い、県と連携しながら県民サービスの向上に努めなけれ

ばならない社会的責任を負うことに鑑み、各公社等が経営目標を設定し、コスト意

、 、識を持った経常的な点検評価 見直しなどを行うマネジメントサイクルが確立され

計画的かつ適正な業務運営が図られているかを評価することを基本とする。

（２）点検評価等の視点と主な評価項目

《視点１：計画性》

、 、 、公社等経営の理念・目標・方針等が 各種計画等に反映され 事業の企画立案

実施、評価、改善が行われているかという、経営マネジメントサイクルの視点

〔評価項目：定性指標〕

○ 各種計画の目標値と実績の差異の分析

○ 環境変化、住民ニーズの的確な把握 など

《視点２：経済性・効率性》

事業の収支バランスと採算性・収益性の視点

〔評価項目：定量指標〕

○ 施設等稼働率・収支比率・人件費比率 など

〔評価項目：定性指標〕

○ 収支バランスや収入増加策の評価

○ 経費削減策の評価

○ サービス向上策の評価 など
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《視点３：個別課題への対応状況》

各公社等の個別課題の取組状況・進捗管理

（３）点検評価等の実施方法と視点

① 一次点検評価【公社等による点検評価等】(令和２年７月実施)

ア 実施方法： 公社等は 「付表（運営状況等に関する調査 」を作成すると、 ）

ともに、自ら点検評価を行った上で 「点検評価表」を県の所管、

部局長に提出する。

イ 視 点： 「経営責任者による主体的な点検評価等」がなされること。

② 二次点検評価【県所管部局による点検評価等】(令和２年７月実施)

ア 実施方法： 所管部局長は 「付表」の内容を検証するとともに、二次的な、

点検評価を行った上で 「点検評価表」を総務部長に提出する。、

イ 視 点： 「所管部局長としての責任ある公社等の点検評価等」及び「部

局長自身の責任ある関与状況などの点検評価」がなされること。

③ 三次点検評価【総務部による点検評価】(令和３年３月実施)

ア 実施方法： 各所管部局長から提出された「点検評価表」について、総務部

において、三次的な点検評価を行う。

イ 視 点： 「統一的・客観的な点検評価」であること。

④ 点検評価等結果の公表

ア 実施方法： 点検評価等の結果について、概要等を県ホームページ等で公表

する。

イ 視 点： 「行政の透明性の確保と説明責任の遂行」を果たし得る公表内

容であること。

２ 点検評価等の結果

関与等指針対象の１８公社等の三次点検評価等の結果は次のとおり。
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（三次点検評価）

公益財団法人ふくしま自治研修センター公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２８年度に策定した「中期経営計画（平成２９年度～３３年度 」において、）

中期的な視点からセンターの基本理念の具現化に向けた経営方針及び活動計画を明

確にしている。なお、復興・創生を担う若手・中堅職員の育成を目的とした研修事

業や、地域政策をテーマとした政策研究会等の政策形成支援事業において、震災以

降の県内自治体における研修ニーズ等を踏まえた研修を主体的に実施しており、毎

年度 「事業計画」及び「収支計画」を策定し、計画的な運営を行っている。、

■ 法人の収入は、県及び（公財）福島県市町村振興協会等からの費用負担によって

成り立っており、今後も県等においては厳しい財政状況が続くと考えられることか

ら、引き続き、様々な経費削減の努力を行うなど、効率的な運営を実施していくこ

とが求められる。

なお、令和元年度収支は２，５６０千円の支出超過となったが、政策形成支援事

業資産の取崩しにより対応しており、借入金や欠損金は生じていない。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 令和元年度の研修部門は、受入実績が５，２８２人（前年度比▲２５８人）とな

っている。

■ 研修生、講師及びセンター職員による三者の意見等を集約して総合的な評価・検

討を行う「研修評価システム」を実施し、研修の有意義度や理解度等を定性的・定

量的に分析した評価結果を踏まえて講義方法を変更するなどの改善を加えながら、

研修の質を向上するため、効率的・効果的な研修の在り方を検討している。

■ 政策支援部門では、令和元年度に、フィールド自治体型として、桑折町で有識者

を招いた勉強会や現地調査、グループワーク等を通して政策提案を行うとともに、

新たに方部出張型として県南方部でも政策形成のプロセスや手法の習得に重点を置

いた研究活動を行うなど、引き続き、県内自治体のニーズを踏まえた支援を行って

いく必要がある。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 東日本大震災からの復興・創生等に向けて、様々な行政課題に対応できる人材の

育成や専門的かつ高度な政策支援が求められることから、各自治体職員の資質向上

・能力開発を目指した研修を効率的に行っていくことが求められる。

.jtd三次評価
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.jtd三次評価

■ なお、研修事業における現在の研修体系が今年度で５年目であり、前年度から見

直しを進めているが、新型コロナウイルス感染症の影響も踏まえ、研修日程やカリ

キュラム見直し、実施方法など、研修の在り方を検討していくことが必要となる。

■ また、令和元年度から実施している政策形成支援事業については、シンクタンク

ふくしま再編時における余剰財産や寄付金を充てているが、今後も安定的に事業を

実施していくための財源を検討していく必要がある。
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（三次点検評価）

福島県土地開発公社公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２６年度以降の業務が債権管理のみになることから、平成２６年３月に「福

島県土地開発公社経営方針（平成２６年度～令和２年度 」を改訂し、組織体制や業）

務執行体制の見直しを中心とした経営改革を実施している。

■ 令和元年度収支は、長期国債の活用等による事業外収益の確保や人件費及び管理

費の削減の結果、２０，６９４千円の黒字となっており、債権の適正な管理と経費

等の削減に努め、事業の縮小を踏まえた効率的な経営が行われている。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ いわき四倉中核工業団地造成事業用地については、平成２５年度に１区画を分譲

し、２７区画中１３区画が販売済みとなり、残った事業用地は県に有償譲渡し、当

公社が保有する事業用地を全て処分している。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 当公社については、平成１７年３月の公社等外郭団体見直し部会で、新規事業に

は着手せず、継続事業及び債権管理のみを行い、業務量に見合った組織・人員体制

の合理化を進めることとされ、将来的には解散する方向性が示されている。

■ 組織・人員体制については、平成２６年度限りで公社常勤職員を廃止し、県土地

（ ） （ ） 。・水調整課 現復興・総合計画課 職員 他団体事務従事 のみの体制としている

、 「 」 、また 最後の継続事業であった いわき四倉中核工業団地整備事業 については

平成２５年度に県が当公社の持ち分を買い戻して清算し、当公社の土地取得造成事

業は全て終了している。現在の業務は、いわき四倉中核工業団体整備事業及び本宮

市工業団地造成事業に係る債権管理のみであり、債権管理業務終了後には公社を解

散することとしており、引き続き確実な債権回収に努めていく必要がある。
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（三次点検評価）

公益財団法人福島県文化振興財団公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２４年度に実施した県からの追加の出えん及び財団法人福島県文化振興基金

の財産承継など、継続的に財務基盤の安定化を図るとともに 「経営計画（令和元年、

度～令和５年度 」に基づき利用料金等の自主財源の確保に努めた。なお、当期収支）

差額の全てを、不足している退職給付引当資産の積み増しに充てたため、令和元年

度の収支は、０千円となっている。

■ 新公益法人会計基準の導入による退職給付引当金の計上義務に対応する資産の積

立不足（約７２，０００千円）が課題となっている。定年退職者の退職手当支出に

伴い、退職給付引当資産の積立不足分を流動資産から支出しているため、資金繰り

への影響が懸念されることから、積立不足の解消に向けて、引き続き自主財源の確

保や経費節減による財務基盤の強化に取り組む必要がある。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 県文化センター及び県文化財センター白河館の指定管理を令和元年度から５年間

受託した。

■ 県文化センターにおける主催事業のアンケートや利用者アンケート、福島県文化

財センター白河館における有識者で構成される運営協議会の設置により、利用者や

外部委員等の評価及び意見を取り入れるなど、県民へのサービス向上を図る取組が

行われている。

■ 福島県文化センターについては、年度末に新型コロナウイルス感染症拡大を懸念

して中止した催事が複数あったものの、利用者数は、前年度比約４千人増の約２９

万５千人となった。

■ 文化財センター白河館（まほろん）については、令和元年東日本台風や新型コロ

ナウイルス感染症による影響のほか、これまで集客が見込まれていた県教育委員会

の実施事業について、補助対象が自然体験活動に限定され、当館で活動する場合は

対象外となったこと等により、年間利用者数は前年度比約８千人減の約２万８千人

となった。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策を継続して実施するとともに、引き続

き、当財団が有している専門性やこれまでの経営ノウハウ等の資源を最大限に生か

し、魅力ある事業の企画・誘致や営業活動等により、更なるサービス向上を図り、
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利用者数や利用料金収入等の確保に取り組んでいく必要がある。

■ 震災復興に係る埋蔵文化財発掘調査事業については、今後の業務量の推移を踏ま

え、中長期的な視点で組織・人員体制の在り方を検討していく必要がある。
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（三次点検評価）

公益財団法人ふくしま海洋科学館公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

「 （ ）」 、■ 平成３１年３月に策定した 中期経営計画 令和元年度～令和５年度 において

成果目標を数値化し、事業の点検評価を行っていることに加え、来館者へのアンケ

ート調査や地域の団体との意見交換等を通して、利用者や地域ニーズの把握に努め

るなど、様々な角度からマネジメントサイクルの確立に取り組んでいる。

■ 令和元年度収支は、令和元年東日本台風や新型コロナウイルス感染症拡大の影響

等により事業収入が減少し、１４０，３１２千円の支出超過となっている。

■ 東京電力（株）からの損害賠償金は、今後は見込めないことから、近隣施設との

連携や展示の充実により来館者数の増加を図るとともに、引き続き事業の見直しの

、 。検討や経費の削減など より効果的かつ効率的な運営に取り組んで行く必要がある

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

、 、■ 年中無休の営業や夏休み期間等における開館時間の延長 年間パスポートの販売

入場券をコンビニエンスストア店舗で購入できるサービスを継続するとともに、ス

マートフォンで購入できるＪＴＢ電子チケットに対応するなど、来館しやすい環境

づくりに努めている。また、ユーラシアカワウソの出産に合わせたイベントの開催

や新たな展示生物の収集、自然体験による子育て支援、放射性物質測定結果の情報

提供、レストランにおけるメニューのリニューアルなど、来館者サービスの向上に

努めている。

■ 令和元年度の入館者数は、令和元年東日本台風や新型コロナウイルス感染症拡大

の影響等により、前年度比約３万人減の約５３万３千人となった。風評の影響も依

然として大きく、震災前の平成２２年度の６１．９％に止まっている。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 入館者数が震災前の水準まで回復せず、依然として震災前約６割程度の入場者数

に止まっていることから、社会環境の変化や近県水族館のリニューアル等業界環境

の変化といった現状を分析し、広報活動の拡大や更なるサービスの向上、近県水族

館との差別化を図るなど、県と連携を図りながら利用者数の増加に向けた取組を強

化していく必要がある。

■ 県職員の派遣については、指定管理者として他の民間団体等との公平性の確保や

財団の主体的、自立的な経営を促進するため、計画的に削減を行う必要があるもの

の、令和元年度においても、常勤役職員４名の派遣があることから、引き続き派遣

の見直しを図り、県関与の縮小に努めていく必要がある。
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（三次点検評価）

公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 福島復興再生特別措置法に基づく重点推進計画において、福島イノベーション・

コースト構想（以下「構想」という ）に関連する取組を一貫して推進する役割・機。

能を担う機関として、平成２９年７月２５日に設立され、より公益性の高い事業を

展開するため、平成３１年１月に公益財団法人の認定を受けた。

■ 令和元年度の収支は、３４，９７４千円の黒字となった。しかし、令和元年度の

収入は、ほぼ県からの補助金及び委託料であり、引き続き公益法人への寄付金に係

る税制上の優遇措置を活かして寄付金を募るほか、指定管理施設における自主事業

の実施など、自主財源の確保に取り組み、財政基盤を強化していく必要がある。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 構想の実現に向けて、産業集積・ビジネスマッチング、交流人口拡大、教育・人

材育成、情報発信、拠点施設の管理運営を柱に、各種事業を県と一体となって展開

。 、 （ 、 ）した なお 平成３１年３月の福島ロボットテストフィールド 南相馬市 浪江町

に続き、令和２年３月に東日本大震災・原子力災害伝承館（双葉町）の指定管理者

として指定を受けた。

■ 令和元年度には、ＷＥＢやＳＮＳの活用やイベント等へのブース出展、セミナー

・シンポジウムの開催等により、引き続き構想の情報発信に努めたほか、廃炉産業

への地元企業の参入を目指したマッチング会を新たに開催するなど、構想の具体化

に向けて取り組んでいる。

、 、 、 、 、■ 構想推進のため 各種事業に参画する企業 大学 研究機関 国・県・市町村等

産学官の連携を強化し、ニーズを的確に把握するとともに、機構内部における部門

間の連携をより一層強化し、各種事業を有機的かつ効果的に実施する必要がある。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 福島復興再生特別措置法による重点推進計画（平成３０年度～令和２年度）に基

づく施策を総合的かつ計画的に推進していくため、平成３１年３月に、令和２年度

までの機構の重点取組や組織運営の方針等を盛り込んだ中長期計画（ 当面の取組に「

ついて ）を策定している。令和２年度は、引き続き当該計画に基づき、マネジメン」

トサイクルを確立していくとともに、令和３年度以降を見据えた中長期計画の策定

に取り組む必要がある。

.jtd三次評価
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■ 福島ロボットテストフィールドに加え、令和２年４月から東日本大震災・原子力

災害伝承館の指定管理事業が始まるなど、機構の事業は拡大基調にあることから、

必要な組織人員体制及び財政基盤の強化並びにノウハウの蓄積と安定的な事業運営

を目的としたプロパー職員の確保・育成等について検討を進めるなど、中長期的な

視点の下、主体的・自主的な運営に努める必要がある。

.jtd三次評価
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.jtd三次評価
（三次点検評価）

公益財団法人福島県国際交流協会公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２８年３月に策定した「第５期運営基本計画（平成２８年度～令和２年度 」）

に基づき、財源の確保と経費の削減及び効率的な業務運営に努めながら、主体的、

自立的な経営に取り組んでいる。

■ 令和元年度収支は、３４２千円の支出超過となった。

国際交流活動の更なる推進を図るため 「第５期運営基本計画」に基づいた特定資、

産の取り崩し等を行った（計画：３，５００千円、実績：３，０００千円 。）

民間助成金の減少や、長期にわたる低金利情勢の中で十分な基本財産運用益の確

保が困難となっており、引き続き、多様な財源確保と適正な資産管理に努めていく

必要がある。

■ 平成３０年４月の入国管理法改正を受け、県内外国人住民の状況変化及び県民ニ

ーズの変化を想定し、外国籍住民に対するアンケートを実施するなど、各種事業や

次期運営基本計画への反映を見据えた、適切な対応を行っている。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 「外国出身県民のサポーターの延べ活動人数」や「多様な主体からの国際交流・

協力活動に関わる相談件数」など 「第５期運営基本計画」において各事業における、

具体的な数値目標を設定し、事業を展開するとともに、取組状況等については、外

部の有識者も含めた評議員会などで定期的に報告等を行っている。

また、従前からの土曜日開所を継続しているほか、県内各地の学校や公民館等に

出向いて事業を実施するとともに、一般向けの講座などは参加しやすい土・日曜日

や平日の夜間に実施するなど、利便性の向上に努めている。

■ 震災等の影響により、賛助会費収入が減少傾向にあったため、研修会やセミナー

など、あらゆる機会を捉え、新規会員の獲得や既存会員の継続に向けた取組を積極

的に実施し、１，１３４千円（前年度比＋８千円）の増収となった。

会員数は 協会設立３０周年の年であった前年度に比べ 個人会員が１１７人 前、 、 （

年度比▲９人 、団体会員が６７団体（前年度比▲３団体）と減少している。）

■ 法務省（入管庁）の外国人材受入環境整備交付金を活用し、国が想定する１１言

語に対応するための外部通訳サービスの導入や新たな統括員の配置など、外国人住

民のための生活相談窓口を拡充したほか、ニーズを踏まえて多言語によるスマート

フォン用サイトを整備するなど、多言語による情報提供事業の強化に努めている。
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、 、 （ ， （ ）また 県内の在留外国人は 年々増加 １５ ３５７人 令和元年１２月末現在

しており、国籍も多様化する中、外国出身県民への災害時の支援や国際交流に関す

る多様な主体とのネットワーク構築、グローバル人材の育成など、ニーズの変化を

捉えたきめ細かな対応を行っている。

■ 令和元年東日本台風の発災時は、協会ＨＰにおいて多言語による注意喚起や関連

情報のリンクを掲載したほか、避難所を開設した市町村に対して外国人要支援者の

有無を確認するなど、適切な対応を行っている。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大時においても、協会ＨＰに相談窓口や関

、 、連情報を多言語で掲載するとともに 外国人住民や市町村への通訳支援を行うなど

適切な対応を行っている。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 長期にわたる低金利情勢により運用益の確保が困難であり、厳しい財務状況が継

、 、 、続し 赤字基調の改善には至っていないことから 賛助会費収入の確保はもとより

国や関係機関、民間団体の助成制度の活用など、多様な財源の確保に努めるととも

に、事務事業の見直しや今後の組織・人員体制について更なる検討が必要である。

.jtd三次評価
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（三次点検評価）

社会福祉法人福島県社会福祉事業団公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成１４年３月に経営改革の基本方針となる「経営改革指針」を策定した後、平

成１６年１月に具体的な実行計画として「経営改革事業実施計画書」を策定、翌平

成１７年３月には指定管理者制度導入を踏まえた「経営改革事業実施計画見直し計

画」を策定している。平成２５年３月には、今後１０年間の運営指針として「良質

なサービスの提供 と 経営基盤の強化 を両輪とした新たな 中長期経営計画 平」 「 」 「 （

）」 、 、 。成２５年度～令和４年度 を策定するなど 主体的 自立的な経営が行われている

、 、■ 令和元年度収支は 資格取得職員等の配置に伴う各種加算の取得や職員定員削減

正職員比率の引下げなど積極的な経費削減策を実施し、事業活動及び施設整備等に

よる収支では２４２，６６３千円の黒字となっているが、その他の収支では老朽化

施設の改築資金造成のため前期末支払資金残高を建設積立金に計上（４６３，８１

２千円の増額）しており５５５，２９９千円の赤字となっている。

決算上の当期資金収支差額合計では３１２，６３６千円の支出超過となっている

ものの、今後、必要となる資金を建設積立金として計上したものであり、令和元年

度においても収支均衡経営を達成していると考えられる。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 面談や懇談会等を通じて入居者、家族及び地域のニーズを把握するととともに、

。施設サービス評価外部委員など第三者の視点を活用したサービス改善に努めている

また、看護部内における最新看護情報等の共有や人事考課制度の導入 「虐待防止、

及び権利擁護に関する『気付き』向上研修」等内部研修の実施など、サービス向上

に向けて積極的に取り組んでいる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 県立社会福祉施設等の指定管理者として、当該施設の管理運営を行っているが、

事業団が有している経営資源やノウハウ等を活用し、更なるサービス向上策につい

て継続的に検討していくとともに、今般の新型コロナウイルス感染症について感染

防止対策の徹底を図るなど万全を期すことが必要である。

■ 指定管理者制度を導入している太陽の国においては、平成３０年３月に策定した

「太陽の国見直しに係る実行計画」に基づき、令和３年４月には太陽の国病院は診

療所化される予定であるが、今後、施設全体の在り方を検討していく必要がある。

■ 原子力発電所事故に伴い太陽の国に避難している浪江ひまわり荘については、生

活インフラの整備状況等により帰還時期が不透明な状況にある。今後、避難生活が

更に長期化する可能性が高いが、令和２年度中には新たな仮設施設が開設する見込

みであり、利用者へのサービス提供や処遇の改善が期待される。
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（三次点検評価）

公益財団法人福島県青少年育成・男女共生推進機構公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成３０年３月に、数値目標を盛り込んだ「経営計画（平成３０年度～令和４年

度 」を策定し、評価及び検証を定期的に行いながら、施設運営及び各種事業計画に）

反映させている。

■ 令和元年度収支は、青少年会館勘定では営業活動による収入確保や運営費の削減

等により９９４千円の黒字、男女共生センター勘定では施設利用促進ＰＲや経費削

減等により５，４５３千円の黒字となっており、全体の正味財産は１，０２３千円

の増加となっている。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 青少年会館の利用者数については、青少年に加え、一般利用者にも幅広く利用促

進に努めたことにより、前年度を上回る実績となっているが、宿泊利用は、大口団

体利用等の需要減少などにより目標数値を下回っている。

また、男女共生センターの利用者数については、研修室利用は前年度を上回る実

績であるものの宿泊利用は下回っており、いずれも目標数値は下回っている。

■ 青少年会館については、メッセージボックスの設置や事業参加者へのアンケート

の実施、施設利用データからの利用動向分析等による利用者ニーズの把握に努める

とともに、多目的トイレの改修などユニバーサルデザインに配慮した利用者の利便

性の向上に努めた。さらに 「あったかサービス実践運動」を実施するなど、接遇向、

上に努め、サービス向上に取り組んでいる。

また、男女共生センターにおいては、館長自ら県内各地に出向き地域住民から要

望を聞くなど利用者ニーズの把握に努めるとともに、外部有識者からの助言等を得

て、社会情勢の変化に応じた新たな事業展開や既存事業の充実・強化を図る取組を

、 、 。進めており 両施設とも利用者の増加に向け 更に取組を強化していく必要がある

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 自己資産である「青少年会館」と県の公の施設である「男女共生センター」とい

う２つの性格の異なる施設を管理運営している。昭和５４年に建設された青少年会

館については施設の老朽化に伴う利用者数の減少、男女共生センターについては近

隣施設との競合など、いずれの施設とも厳しい状況下にあることから、平成２６年

度に設置した法人経営会議において、新型コロナウイルス感染症による減収等の影

響も踏まえながら、両施設の経営状況や課題等を整理し、より効率的な運営につい

て、組織・人員体制の再構築も含めて具体的な検討を進めていく必要がある。

■ また、平成２９年３月に改定された「ふくしま男女共同参画プラン」を踏まえた

更なる男女共同参画社会の推進や、平成２７年度に開設した「ふくしま結婚・子育

て応援センター」など新たなニーズに対応するため、職員の資質向上や人材の確保

が求められている。
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（三次点検評価）

公益財団法人福島県産業振興センター公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 令和元年６月に策定した「中期事業計画（令和元年度～３年度 」に基づき、事業）

ごとに成果目標を定めるとともに、法令遵守やマネジメントサイクルを規定し、適

切に自己評価を実施するなど、主体的な経営に取り組んでいる。

■ 令和元年度収支は、ふくしま農商工連携ファンド事業の終了に伴う特定資産受取

利息の減少、新型コロナウイルス感染症の影響による施設管理料収入の減少等によ

り、４７，８６８千円の支出超過となっている。

事業収入の確保や指定管理施設の積極的な利用促進により、事業業績の向上策を

検討していく必要がある。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 中核的中小企業支援機関として、各種コンサルティング、設備投資支援、人材育

成支援など、東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた県内中小企業の支援に取

組み、また、新たな産業の創出・新分野進出支援として 「再生可能エネルギー産業、

集積・育成事業」や「ふくしま産業応援ファンド事業」等により県内中小企業の新

製品・新技術開発や新分野進出への支援に取り組んでおり、県内中小企業の高付加

価値化に資する事業を展開している。

■ 復興相談に関する総合窓口である「福島県産業復興相談センター」において、延

べ３８件の相談対応（前年度比▲２７件）や 「福島県経営改善支援センター」での、

中小企業・小規模事業者の経営改善・事業再生を図るための経営改善計画策定支援

を２０６件（前年度比▲５０件）実施しており、今後も県民ニーズに即した継続し

た取組が求められる。

■ 新型コロナウイルス感染症の影響等により、福島県産業交流館（ビッグパレット

ふくしま）の稼働率は前年度を３．６％～５．１％下回るとともに、コラッセの稼

働率も減少した。

サービス水準の向上や積極的な利用促進策に努めながら、施設の利用促進に向け

た取組を実施していくことが求められる。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 自主事業の実施に当たっては、県内中小企業のニーズを把握した上で、商工団体

等関係機関との連携や役割分担を考慮しながら、震災等の影響を受けた県内経済に

即応した機動性の高い事業を、効果的・効率的に実施していくことが求められる。

■ 県職員３名を派遣しているが、引き続き、センターの主体性、自立性の発揮に向

けて、プロパー職員の採用、養成により、県派遣職員の段階的な削減を検討してい

く必要がある。
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（三次点検評価）

公益財団法人福島県観光物産交流協会公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 公益財団法人への移行並びに原子力災害の影響による観光業及び県産品の深刻な

被害状況を踏まえた「第２期新中期事業・運営計画（平成２６年度～令和２年度※

平成３１年１月改定で期間延長 」を策定し、観光誘客の目標、各施設の運営目標、）

経営基盤の回復・強化を図るための収支目標を定めるとともに、目標達成のための

経営方針や事業体系を定めている。

■ 令和元年度収支は、公益目的事業における経費超過や、令和元年度東日本台風、

新型コロナウイルス感染症の影響によるくろがね小屋の宿泊減、天鏡閣売店の売上

減などから、１９，０６１千円の支出超過となった。平成２９年１２月にリニュー

アルオープンした福島県観光物産館が開館以来最高の売上を更新し、日本橋ふくし

ま館も目標値を上回る売上を達成するなど、収支改善が図られつつある状況である

、 、 。ことから 引き続き 営業強化及び経費削減など持続可能な経営を行う必要がある

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 福島県観光物産館は、全国新酒鑑評会で金賞受賞数７年連続日本一となった「ふ

くしまの酒」をはじめとした商品構成の拡充、新聞折り込みチラシによる話題商品

の紹介、ふくしまラウンジにおける新メニューの提供等により、最高売上額を更新

し、県民や本県を訪れた旅行者、出張者等への県産品の魅力発信を図った。

また、日本橋ふくしま館は、対面販売や市町村と連携した催事企画により県産品

を首都圏に紹介するとともに、復興や観光・定住二地域居住等の総合的な情報発信

により、目標を上回っている。

■ 観光部門については、地域連携ＤＭＯとして、ホープツーリズムの推進やインバ

ウンド受入体制強化を図るとともに、令和元年東日本台風により落ち込んだ旅行需

要の回復を図る「ふっこう割 、オリパラに向けた事業者向け研修会の展開など、新」

たな観光振興策に積極的に取り組んだ。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 観光物産館及び天鏡閣の指定管理者として、更なるサービス向上と効果的な事業

展開により、顧客満足度を向上し、新規顧客及びリピーターの拡大を図っていく必

要がある。

■ 協会の会員を増やすなど営業強化を図っているが、更なる各施設間の交流・連携

により、引き続き効果的な観光及び物産のＰＲに努めていく必要がある。

また、公益法人として公益目的事業を確実に実施するとともに、自主財源の確保

により安定的な経営を行っていく必要がある。

■ 県職員を３名派遣しているが、協会の主体的、自立的な運営のため、平成２９年
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３月に策定した「人材の確保及び育成による組織運営の充実強化方針」に基づき、

、 、 、プロパー職員の採用 養成の充実強化により 県派遣職員の段階的な削減を検討し

進めていく必要がある。
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（三次点検評価）

一般財団法人ふくしま医療機器産業推進機構公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２５年５月１日、本県の医療関連産業集積を進めるために設立され、県と一

体となって医療機器関連産業の振興に向けた各種事業を展開している。

「 」 、■ 平成２８年１１月に ふくしま医療機器開発支援センター の運営を開始したが

各種認証取得の遅れ等により、事業収入が当初の見込みから大幅な相違が生じたこ

とから、平成３０年度～令和２年度の収支計画も含む「経営改善計画」を平成３０

年３月に策定し、抜本的な経営見直しを行ったところである。

■ 認証取得については、平成３１年２月及び３月に医療機器GLP及びAAALACの認証を

取得し、平成３０年２月に取得したISO17025と合わせて、センター開所時に目標と

していた認証を全て取得するに到った。

■ 令和元年度収支は、事業収入の増等により３２，２１０千円の黒字となり、期末

の正味財産残高は前年度からの繰越金を加え、７３，７５９千円となったが、売上

額は「経営改善計画」に掲げた目標の７０％にとどまり、また、当期収入全体に占

める補助金等依存率は８１．１％と依然として高い水準にあるなど、引き続き、主

体的、自立的な運営に向けた「経営改善計画」に基づく経営改善の取組が求められ

ている。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 県からの補助または委託を受けて開催している医療福祉機器産業協議会やメディ

カルクリエーションふくしま等については、タイ王国などＡＳＥＡＮ市場に向けた

県内企業の海外展開に対する支援等をはじめ、医療機器関連企業同士のネットワー

ク形成等に貢献している。また、新たに人材育成事業や医師とのマッチングによる

新規案件開発支援等を実施し、県内中小企業の医療機器産業への参入支援に積極的

に取り組んだところである。これらの事業を通して、企業等からの直接の声を聞く

などにより企業及び業界のニーズを把握し、医療技術の向上と医療機器産業の発展

に向けて、今後の事業運営につなげていく必要がある。

■ 前年度に引き続き、施設利用者に対するアンケート評価を実施し、サービスの向

上に努め、ホームページ及びプロモーションビデオのリニューアルなど、センター

への理解や利用促進のための広報を行った。さらに、営業企画部を新設し、営業専

任担当職員を配置して営業活動を強化している。

■ 各事業の実施に際しては、顧客の獲得のための営業活動の継続・強化と、顧客ニ

ーズに対応するため、プロパー職員の技術力と専門性、サービス業としての意識の

向上に努め、更なる利用促進を図る必要がある。
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（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 「ふくしま医療機器開発支援センター」の円滑な運営に向け、安全性評価機関と

しての信頼性の確保、認証適用範囲の拡大、医療機関や医療機器メーカーのニーズ

把握、利用促進に向けた広報・営業活動などによる利用料金等の収入確保と、経費

節減に努め、財政基盤の強化を図っていく必要がある。

■ 今後、機構の主体的、自立的な運営に向けて、必要な知識や経験を有する人材確

保及び育成など、更なる組織体制の強化を図るとともに、国・市町村、大学や医療

機関など関係機関との連携強化が必要である。
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（三次点検評価）

公益財団法人福島県農業振興公社公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 公益法人への移行（平成２６年４月）や農地中間管理機構の指定等の状況の変化

を踏まえ、平成２７年３月に策定した「第五次経営合理化計画（平成２７年度～３

１年度 （以下「合理化計画」という ）に基づき、単年度収支の改善を基本とする）」 。

経営の健全化と長期保有地の解消に努めた。

令和２年度以降においても健全経営の維持や公益事業を計画的かつ着実に推進し

ていくため、令和２年３月に「福島県農業振興公社中長期経営計画（令和２年度～

令和６年度 」を策定した。）

■ 公益法人への移行に向けて、平成２４年度に棚卸資産である保有地を時価評価し

たこと等により計上した多額の累積欠損金については、公社の自助努力と平成２５

年度から３年間に及ぶ県の財政支援により平成２７年度末で解消されている。

令和元年度収支は、７４８千円の黒字となっており、今後も、経費の節減及び自

己財源である手数料等収入の確保に努め、単年度黒字を確保していく必要がある。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 長期保有地については、平成２８年度中に大戸地区（会津若松市）を会津若松市

へ全て売却した。磯部地区（相馬市）についても、引き続き相馬市と交渉を進め、

早期売却に努める必要がある。

■ 平成２６年４月から開始した農地中間管理事業については 「農地中間管理事業の、

推進に関する基本方針」に則し、１０年で約５万 を集積する目標を掲げ推進してha
いる。令和元年度の農用地等の貸付実績は約２，３３５ であり、一定の実績を上ha
げたものの、合理化計画に位置づけた計画（５，３００ ）の達成には至らなかっha
たため、更なる取組の強化が必要。

また、東日本大震災又は原発事故により耕作困難な農地に係る賃借料の減免措置

を行い、被災者支援対策を実施している。

■ 就農支援関係事業については、農業次世代人材投資資金の交付は合理化計画の目

標を下回った （計画４５件６７，５００千円 実績２１件２８，８７５千円）。

その他、就農相談の活動や農業青年クラブの活動支援を行うなど、新規就農者の

育成・確保に努めている。

■ 特定鉱害復旧事業については、東日本大震災とその後の余震等により発生した浅

所陥没等事故４箇所の復旧を着実に実施している。
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（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 県は、当公社が県行政を補完する公益事業のみを実施していること等を踏まえ、

平成２５年度から公社の財務健全化に向けた必要な財政支援を行っているが、公社

においても更に主体性を持って独自の取組を強化し、経営状況の改善に努め、県の

財政支援の縮減を図っていく必要がある。

■ 農地中間管理事業については、目標達成に向けて、地域の合意に基づく集団的な

利用調整を進めるなど、関係機関・団体と連携した効果的な取組を強化し、生産性

の高い農業構造を実現していく必要がある。併せて、当該事業に対する国の助成等

を活用しながら、自己財源である手数料収入の確保に努め、中長期的な業務量と財

務事情に見合った適正な人員体制を検討する必要がある。

■ 開発関連長期保有地については、早期売渡が求められており、今後も引き続き関

係機関との協議を重ねるなど、処分に向けた取組を強化する必要がある。

一般長期保有地については、残りが僅かとなっており、農業委員会等関係機関と

連携しながら、全てを早期に処分できるよう取組を継続することが必要である。

■ 公社が今後も安定的かつ継続的に事業を推進していくため 平成２９年８月に 人、 「

材育成計画」を策定し、人材育成に取り組んでいるところであり、必要な資質や能

力を得るための研修や支援策、支援体制の構築等について、引き続き実施する必要

がある。
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（三次点検評価）

公益社団法人ふくしま緑の森づくり公社公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 令和元年５月に策定した「第２次緑の森づくり新生プラン（令和元年度～令和５

年度 （経営改善計画）に基づき、公社自ら人件費等管理経費の節減や森林施業の）」

合理化、土地所有者の協力による分収割合の見直しを進めるなど、経営の抜本的な

改善策に取り組んでいる。

また、毎年度の実績について「経営改善管理委員会」による取組成果を検証し、

次年度事業計画への反映など、マネジメントサイクルが確立されている。

■ 令和元年度収支は、分収金支出増により、３，３７６千円の赤字となっている。

■ 投入した資金が収益として回収されるまで長期間を要するという分収林事業の特

殊性から、必要な資金の大半を国や県の補助金と、県や日本政策金融公庫からの借

入金に依存している。令和元年度決算ベースでは、４９，７８６百万円の債務を抱

えており、木材価格の長期低迷や労働賃金の上昇など非常に厳しい経営状況が継続

しており、引き続き、収入の増加や経費の削減など、経営改善に向けて更なる取組

が求められる。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 長期収支改善策の大きな柱である、土地所有者の協力による分収割合の変更契約

については、市町村契約は全て完了しているが、個人・共有地については令和元年

度末で６７．５％にとどまっている。

今後とも、所有者との粘り強い交渉や説明会の開催などにより、社員である市町

村や地元森林組合等の関係機関の協力を得ながら、土地所有者の理解が得られるよ

う変更契約手続きを進めていく必要がある。

■ 長伐期施業を進めるための契約期間の延長については、令和元年度末契約件数で

９１．７％の進捗状況となっており、進捗が鈍化する中、特に契約期間の満了が迫

る案件を優先するなど、引き続き積極的に取り組む必要がある。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 震災により本県の森林整備が停滞を余儀なくされている中、当公社は森林再生に

向けて先導的・中核的な役割を担うことが求められていることから、公益法人とし

て、分収林事業を通じ、本県の森林再生に取り組む必要がある。

、■ 公社造林地の実態調査による不採算林の判定基準に基づく不採算林の契約解除や

分収比率の見直し等による収益性の向上、長伐期施業、針広混交林化への転換等に

より、公社造林地の整理及び債務の圧縮に努める必要がある。
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（三次点検評価）

公益財団法人福島県栽培漁業協会公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２２年６月に策定した「第Ⅱ期経営計画（平成２２年度～２６年度 」につい）

て、東日本大震災等により協会を取り巻く環境が大きく変化したことから、復興･再

生を目指す本県の水産業振興施策の方向性を踏まえ、平成２６年３月に計画期間及

び数値目標等の見直しを行っている。

「 」 、平成３０年６月に水産種苗研究・生産施設である 水産資源研究所 が一部開所

平成３１年２月には供用開始となったことから、業務内容、生産規模及びそれに対

応した組織・人員体制の整備などを踏まえた新たな経営計画の策定が必要である。

■ 令和元年度収支は、４０，５６６千円の黒字となった。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 震災後、他海域の種苗生産施設等において種苗生産を行っていたが、福島県の水

産種苗研究・生産施設である「水産資源研究所」が平成３１年２月に供用開始とな

り、令和元年度から当該施設を用いた種苗生産を開始した。

令和３年３月末に自然海水取水棟が完成予定であり、当該施設供用開始後に震災

前と同じ生産体制が整うこととなる。

■ 令和元年度においては 「被災海域における種苗放流支援事業」を活用した県の事、

業委託を受け、アワビ稚貝をいわき市、相馬沖に合計５万個を放流した。

また、ヒラメ種苗１１３万尾を相双海域、いわき海域に放流した。この数値は震

災前と同規模となっている。

これらは、見直し後の第Ⅱ期経営計画における放流目標数量を達成しており、ま

た漁業者等のニーズを踏まえ、安定・効率的かつ種苗に負担のない状態での放流が

できるよう努めたものである。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 水産種苗研究・生産施設である「水産資源研究所」が供用開始となり、新施設で

の事業再開による業務内容、生産規模に対応した今後の組織・人員体制等について

検討する必要がある。
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（三次点検評価）

公益財団法人ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成２５年４月より公益財団法人として新たにスタートし、同年８月、震災等の

社会情勢の変化を踏まえ、新たな「中長期計画（平成２５年度～３４年度 」を策定）

し、経営基盤の強化等に努めるなど、主体的、自立的な経営に取り組んでいる。

■ 令和元年度の収入額は、前年度比１０４％となり、また、震災前の平成２２年度

と比較しても１３３％を確保している。

なお、令和元年度収支は、支出額も前年度比１０４％と増加したものの、収入額

の伸びが上回り、１，７９１千円の黒字となった。

また、事業収入は１億３千万円台となり、前年度比１０９％、また、震災前の平

成２２年度と比較しても１５５％で伸びており、経営状況は良好である。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ オートキャンプ場区域（温泉施設を含む）における令和元年度の利用者数は、年

間を通じて順調に推移し、前年度と比較して約３千人増の約５．９万人となり、平

成２７年度以降、震災前の水準（平成２２年度実績約４．５万人）を上回る状況が

続いている。

また、森林学習施設区域の利用者数については、前年度と比較して約２千人減の

約１．４万人となったものの、計画始期である平成２５年度実績（約１．２万人）

は上回っている。

■ オートキャンプ場区域では、ビジターセンターのロビーの大規模修繕、エアコン

の設置をはじめとする各種設備の整備、森林学習施設区域では、電気設備・水道設

備や遊歩道の修繕などを行い、利用者の利便性の向上と安全・安心の確保に努めて

いる。

■ 災害時において野外活動により自らの命を守るため知識を学ぶ「災害対応キャン

プ普及活動」や、施設内で外遊びや自然体験ができる「子ども自然あそび事業」の

実施、利用促進と交流人口の拡大に努めている。

また、大型野生生物から利用者の安全を守るため、巡回の実施やフェンス、電気

柵の延長など、施設利用者の安全確保に関する取組を行っている。

社会貢献として、令和元年東日本台風の被害者、東日本大震災被害者への無料で

の温泉施設の提供を行った。
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（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ オートキャンプ場については、オープンから２２年目となり、施設の老朽化が進

んでいる中、全国でも人気のあるオートキャンプ場として魅力ある施設の提供を確

保するためには、計画的な更新と安定的な財源確保が必要である。

■ 震災以降増加している大型野生動物の侵入対策については、施設利用者の安全確

保のため、引き続き森林整備や電気柵の設置など対策を強化する必要がある。

■ ふくしま県民の森（フォレストパークあだたら）の指定管理者として、当財団が

有している経営資源やこれまでの経営ノウハウ等を生かし、新型コロナウイルスの

影響を踏まえた上で、施設の魅力を十分引き出すような取組を行い、更なる利用者

の拡大を図っていく必要がある。
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（三次点検評価）

福島県道路公社公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成３１年３月に策定した「第５期中期経営計画（令和元年度～令和３年度 」に）

基づき、経営改善の取組を計画的に行い、安全・安心・快適な道路環境等の確保と

公社経営の効率化に向け、主体的、自立的な経営が行われている。

なお、経営計画マネジメント委員会を開催し、公認会計士及び中小企業診断士の

専門委員の評価とアドバイスを受けるなど、経営の安定化に向け取り組んでいる。

■ 令和元年度の事業収入は、有料道路事業については福島空港道路の通行台数が無

料通行を含め、前年度に引き続き増加したほか、１０月１日の消費税率の引上げ改

、 ． 。定に伴う通行料金の増額改定など 道路料金収入が前年度比６ ３％の増となった

有料駐車場事業については駐車料金収入が前年度比１．１％の減となり、全体とし

ては１０，４０２千円増加している。

また、支出面では、引き続き人件費の縮減や事務経費の節減等に取り組み、収支

は１１，６９０千円の黒字となっている。

■ 平成２５年度に観光有料道路３路線が県へ移管され、平成２６年度からの公社業

務が、福島空港道路及び有料駐車場の管理のみと大幅に縮減されたため、平成２７

年度から本社をあぶくま高原有料道路管理事務所へ移設し、かつ平成２７年度末を

以て県派遣職員を引き上げるなど、業務の実態に即した組織・人員体制の見直しを

行っている。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 福島空港道路については、沿線地域の各種イベントでの広報活動、新規進出企業

等への訪問活動、原発事故避難者及び母子避難者を対象とした無料措置等により、

年間通行台数（前年度比３．９％の増 、道路料金収入（前年度比６．３％の増）と）

もに目標値を達成している。

■ 有料駐車場事業においては、定期清掃等による良好な駐車環境の確保や、稼働率

が１００％になっていない箇所についてホームページで契約者を募集するなど、利

用促進を図っている。

■ 荒町有料駐車場について、本社移転に伴い遠方での営業となっていることから、

契約者に対する入・出庫のリモコンキーの受け渡し等を委託業務の一部とし、利用

者の利便性に配慮したことは評価できる。
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（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 「第５期中期経営計画（令和元年度～３年度 」に基づく取組を着実に実施するこ）

とが求められる。

■ 福島空港道路については、通行台数は増加傾向にあるものの、事業許可計画に対

して通行台数が大幅に少ないため収支差損が発生している。また、新型コロナウイ

ルス感染症の発生に伴う経済活動の縮小等による通行台数の落ち込みが懸念される

ことから、感染拡大防止対策を徹底した上で、ＰＲ活動等による利用促進を図ると

ともに、コスト削減に努め、収支の改善を図っていく必要がある。
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（三次点検評価）

一般財団法人ふくしま市町村支援機構公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 「第３期中期経営計画 （平成３０年度～令和２年度）の「市町村にとってかけが」

」 、「 」、えのない存在であり続ける という長期ビジョンと 市町村の信頼にこたえる組織

「人材の育成と活用 「安定した経営基盤の確立」の３つの基本方針を基にに、安」、

定した経営基盤の確立と、市町村に寄り添った取組が進められている。

■ 令和元年度の収入は、復旧・復興や除染の進展に伴い発注者支援事業等の受託額

が減少し前年度比９５．１％の１７億２千万円となったが、収支は２億９千万円の

黒字で、借入金もなく、平成２１年度以降は黒字傾向にあることから、健全な経営

状態にある。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 東日本大震災及び令和元年東日本台風等の被災市町村に対し、災害復旧に関する

様々な相談や助言等を行うとともに、受託業務のフォローアップ、技術者が不足す

る町村に職員を派遣して指導助言を行う公共事業サポート事業など、積極的な市町

村等への支援を実施している。

■ 県の土木部職員及び市町村の建設事業等担当職員の専門技術研修を行うなど、技

術系職員の人材育成と技術力向上に努めている。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 市町村等の公共事業の執行支援はもとより、震災や令和元年東日本台風災害等の

復旧・復興支援、更にはインフラメンテナンス等、良質な社会資本整備と地域社会

の発展等に貢献しつつ、健全な経営を継続するため、引き続き市町村等のニーズを

的確に把握しながら、収益確保に努めていく必要がある。

■ 今後、東日本大震災からの復興需要の収束が見込まれることから、インフラ長

寿命化対策を始めとする新たな事業分野への進出等を検討するとともに、業務量に見

合った組織・人員体制について検討を行い、安定的、主体的な運営に努めていく必要

がある。
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（三次点検評価）

公益財団法人福島県下水道公社公社等名称

（１）マネジメントサイクルによる主体的・自主的な公社等経営

■ 平成３１年３月に「第四次中期経営計画（令和元年度～令和５年度 」を策定し、）

「進行管理部会」による定期的な事業評価及び進行管理を実施するなど、主体的な

経営を進めている。

■ 令和元年度の収入は、汚染汚泥処理等の進展に伴う放射能対策費の減などで、前

年度から６６２，４６５千円と大幅に減少しているが、支出も同様に減少し、収支

は１５，４４４千円の黒字となった。

（２）設立目的や県民ニーズに即した事業実施

■ 原子力発電所事故により下水処理場の下水汚泥から放射性物質が検出されたこと

に伴う溶融スラグ等保管施設管理、汚泥等の放射性物質濃度測定業務等について、

県と連携を図りながら適正な業務執行に努めた。また、仮設焼却施設焼却灰等の搬

出（セシウムの放射能濃度が8,000Ｂｑ/ｋｇ以下）も県と連携を図り適正な搬出に

努めた。

■ 県内市町村の支援強化のため 「市町村下水道事業相談費用助成事業」及び「市町、

村下水道事業管理職等研修」を新設した。

■ 収益事業については、１８団体（４５件）に対して、下水道工事に関する設計積

算等の受託や公社が開発した「長寿命化データ処理システム」を用いた下水道長寿

、 、 、命化計画策定業務支援事業を実施しており 市町村等のニーズに対応して 技術的

専門的な設計積算等の技術支援を行っている。

（３）民間等との役割分担・環境の変化を踏まえた今後の方向性

■ 下水道の維持管理支援や改築更新等の市町村のニーズを的確に把握し、県、市町

村、関係機関との連携を図りながら対応していく必要がある。

■ 自立的な経営に向け、県派遣職員の削減に努める必要があることから、運転管理

の民間一括委託の導入等を検討するに当たっては、今後の組織体制等についても併

せて検討していく必要がある。


